
(仮称)東成区深江南 1 丁目新築工事について(当町会の東側に隣接) 
神路四丁目第二町会 竹中 06-6975-0614 

昨年にご案内した件ですが、令和 5 年 1 月 14 日(土)に業者より計画の説明がありましたので、当町会より

の申し入れの回答として、以下のようにご案内します。 

工事期間中に以下の事項が守られていないようであれば、町会までご連絡ください。  

工事遵守事項 （抜粋） 
大阪市東成区深江南 1丁目に建設する共同住宅 「(仮称)東成区深江南 1丁目新築工事」 (以下「本工事」という)の施工に 

あたり近隣住民様に対し下記事項を遵守致します。  
 

第 1 条 工期及び作業時間  

（1）工事期間と作業時間 

着工：2023 年 3 月初旬～竣工:2024 年 3 月 31 日(予定)とする 

夏季(4 月～10 月)は、午前 8時 00 分より午後 6時 30 分までとする。冬季(11 月～3 月)は、 

午前 8 時 00 分～午後 6 時 00 分とする。但し、重機等(特定建設作業)による作業は午後 5時 00 分までとする。 

昼休：12 時 00 分～13 時 00 分を原則とする。 
 

第２条 休日について 

（1）日曜日及び祝日は原則、作業全休とする。 
 

第 3 条 車両運行に伴う対策 

（1）工事車両の運行については、所轄警察の指示指導を受け、 一般通行人及び一般通行車両の安全確保は勿論の事、 

特に幼児・通学児童 (スクールゾーン) 老人に細心の注意を払って運行し、進入通路の走行は徐行運転する。 

（2）資材購入及びダンプ・生コン車両進入については、午前 8時 30 分以降とし、 早朝の 到着待機は禁止とする。 

（3）工事関係車両の駐車は、工事現場付近の駐車場を利用し、周辺路上への迷惑駐車は禁止とする。 

（4）工事車両による公道の損傷については、関係官庁の指示により速やかに補修を行うと共に、敷地周辺の清掃に努める。 
 

第 4 条 工事中の安全対策と公害防止 

（1）本工事中の騒音・振動塵埃・落下物防止の為の保護設備 (仮囲い、足場シート等)を設置する。又、適時清掃や散水等 

により、粉塵防止と環境維持に努める。 
 

第 5 条 騒音・振動の防止について 

（1）本工事施工に伴う騒音振動の発生について、騒音規制法・条例等で定められた基準内で作業を行い、諸工法を検討の上、 

近隣住民様への迷惑を極力少なくする工法を採用するものとする。 
 

第６条 隣接家屋の保全について 

本工事にあたっては、近隣家縁等に損傷を与えぬよう万全を期します。 

隣接家屋については工事前に家屋調査を実施させていただきます。本工事に起因して家屋に損傷を与えた場合は 

立ち合い・確認を行い協議させていただきます。 

 

 

 

【工事概要】  
 
■工事名称： 
(仮称)東成区深江南 1丁目 
新築工事  
 
■事業主：川田勝造 
 
■設計・監理：パナソニッ
クホームズ株式会社 近畿
一級建築士事務所 
 
■施工：パナソニックホー
ムズ株式会社 近畿支社 大
阪特建支店 
（工事センター 藤原 
 ℡06-6231-1323） 
 
■用途 戸数  
共同住宅 42 戸 
  
■構造・規模 
鉄筋コンクリート造 地上
11 階建て 

 
当町会(神路四丁目第二町会) 
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